
郡市医師会での事例

松戸市医師会 川越 正平

（あおぞら診療所）

令和5年度厚生労働省委託事業

在宅医療関連調査・講師人材養成事業



ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）切れ目のない提供体制の構築推進

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

松戸市在宅医療・介護連携支援センターが取り組む活動
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松戸市在宅医療・介護連携支援センター：活動の柱
“地域バーチャル病院”のプラットフォームとして機能する



ア）資源の把握 エ）情報共有の支援ウ）体制構築

イ）課題抽出

オ）相談支援

カ）研修 キ）普及
啓発

ク）広域連携 ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）切れ目のない提供体制の構築推進

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

在宅医療・介護連携推進事業
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

＊機能する会議体の継続開催

＊同職種間の関係性強化

＊多職種間の関係性強化

＊切れ目のない体制の基盤づくり

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

ウ）在宅医療・介護連携を推進する体制の構築

機能する会議体の継続開催

✓協議会やﾈｯﾄﾜｰｸなど関係者が参画する会議

✓建設的に議論できる形での継続開催を確保する

同職種間の関係性強化

✓職能団体や事業者団体の設立を促す

✓団体活動の継続・推進を支援する

多職種間の関係性強化

✓研修会や交流会など顔の見える関係づくり

切れ目のない体制の基盤づくり

✓診診連携や診療所-訪問看護連携の推進、強化

✓入退院時や施設利用時の連携体制の構築

✓在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ事務局の強化

【松戸市における取り組み例】

・地域包括ｹｱについて継続議論する

場としての医師会在宅ｹｱ委員会

・職能団体・事業者団体設立の推奨

・機能強化型（連携型）在支診が行う

月に一度のｶﾝﾌｧﾚﾝｽへの参加推奨

・在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ事務

局の強化（2018年度～）

✓ 会員医療機関からの出向
人事により人事を構成

✓ 在宅医療・介護連携の
実務経験者を中心とする

✓ 医療機関単独での雇用は
難しい専門職を配置する



© 松戸市在宅医療・介護連携支援センター All Rights Reserved

ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

＊機能する会議体の継続開催
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＊切れ目のない体制の基盤づくり
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カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発
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➢ 月1回の会議に歯科医師会、薬剤師会が定例出席

➢ 後方支援機能を担う病院や急性期病院の医師が参加

➢ 市の所掌関連2課が定例参加（2014年度～）

➢ 関係者間の調整機能、活動状況共有、議論検討等を
この委員会の場が担う

➢ 地域を“一つの病院”として捉え、機能することを目指す

➢ 訪問看護の協議会設立を医師会がｻﾎﾟｰﾄ（2014年）

➢ 訪問看護、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、ﾘﾊﾋﾞﾘ、MSW、介護事業者団体
の設立に伴って、順次代表者が加わって現在に至る

松戸市医師会在宅ｹｱ委員会
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専門職能団体や事業者団体の設立や関係性の強化
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

＊連携に必要な情報の把握と更新

＊情報に基づき連携を促進する

＊資源やﾆｰｽﾞに基づく最適化

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

ア）地域の医療・介護の資源の把握

連携に必要な情報の把握と更新

✓公開情報にはない機関の特性を示す情報が重要

✓情報は住民・従事者・支援者向けに峻別する

✓ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸやMAPの情報を必要に応じて更新する

情報に基づき連携を促進する

✓機関間の連携を促進するための情報を収集する

✓公開の範囲や情報の活用方法を戦略的に定める

資源やﾆｰｽﾞに基づく最適化

✓地域の在宅医療・介護資源の多寡を把握する

✓地域の在宅医療・介護ﾆｰｽﾞを把握する

✓資源とﾆｰｽﾞの過不足を考慮しその最適化を図る

【松戸市における取り組み例】

・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ活動状況

・医療機関ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

・居宅介護支援事業所ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

・通所介護事業所ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

・医師会として作成したｹｱﾏﾈﾀｲﾑ

・介護保険事業計画策定に向けた

給付分析



訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ活動状況ｱﾝｹｰﾄ（2014年度）

© 松戸市在宅医療・介護連携支援センター All Rights Reserved

ア）地域の医療・介護の資源の把握

＊連携に必要な情報の把握と更新

＊情報に基づき連携を促進する

＊資源やﾆｰｽﾞに基づく最適化

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携



© 松戸市在宅医療・介護連携支援センター All Rights Reserved
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訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの最優先対応ｴﾘｱﾏｯﾌﾟ

2014年度時点 2016年度時点
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Ｑ３の【１】臨時往診について、以下の通り表記します。
＊原則として柔軟に対応している（依頼があった場合の8割以上で往診してい
る）＝「◎」
＊対応できる場合とできない場合がある（忙しさ等の事情により）＝「○」
＊対応できないことが多い（往診しているのは2割以下）＝「△」
＊往診は行わない方針としている ＝「－」
Ｑ３の【２】訪問診療患者の24時間対応について、以下の通り表記します。
＊訪問診療患者には、必要に応じて緊急往診などの24時間対応を行っている
＝「◎」
＊24時間対応を行っている患者と、行っていない患者がいる ＝「△」
＊24時間対応は行っていない ＝「－」

Ｑ３の【３】訪問診療について、以下の通り表記します。
＊原則として引き続き主治医として訪問診療を担当する（依頼があった場合
の8割以上）＝「◎」
＊対応できる場合とできない場合がある（忙しさ等の事情により）＝「○」
＊対応できないことが多い（担当しているのは2割以下）＝「△」
＊訪問診療は行わない方針としている＝「－」
Ｑ３の【４】かかりつけではない患者の訪問診療について、以下の通り表記
します。
＊できるだけ訪問診療を担当する（依頼があった場合の8割以上）＝「◎」
＊対応できる場合とできない場合がある（忙しさ等の事情により）＝「○」
＊対応できないことが多い（担当しているのは2割以下）＝「△」
＊訪問診療は行わない方針としている＝「－」

診療科は松戸市医師会
会員名簿から引用しま
す。

医師会ホームページアドレ
スもしくは、ご回答いただ
いた貴院のホームページア
ドレスをQRコード化し掲載
します。

Ｑ２で☑した担当している患者
さんの主な状態は■で表示、特
に力を入れているものは更にア
ンダーラインも表示します。

院長からのメッセージには、診
療の特徴、専門領域機能、設備、
理念やPRポイントなどをご記載
ください。

住所･TEL･FAX番号は松戸
市医師会会員名簿から引
用します。

関東信越厚生支局届出状
況の情報から引用し、該
当する場合は、在宅療養
支援診療所と表記します。

診療以外の活動には、学会認定
資格や、医師会推薦委員の他、
〇〇大学臨床教授など公的なお
立場などをご記載ください。

Ｑ３の【５】で☑した訪問診療
として対応が可能な疾患や状態、
管理等は、■で表示します。

松戸市医師会 医療機関ハンドブック(2020)
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＊連携に必要な情報の把握と更新
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＊資源やﾆｰｽﾞに基づく最適化
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ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

〇〇居宅
看・介・社 TEL 047-367-○○ FAX 047-367-○○

〒271-0065松戸市○○2-○-3

【併設サービス】特養、通所介護、短期入所生活介護

【居宅在住利用者の地域分布図】
★事業所 〇対応可能エリア ◌利用者居住最大エリア

【担当している利用者の主な診断名・病態】
■認知症 ■脳血管疾患 □高齢による衰弱 ■骨折・転倒 ■関節疾患
□心疾患 □呼吸器疾患 □悪性新生物 ■糖尿病 □パーキンソン病
□脊椎損傷 □視覚・聴覚障害 □その他
【特別な医療等を要する方の対応経験】
■悪性腫瘍末期□神経難病■精神疾患合併■胃ろう等管理
□中心静脈栄養管理 □気管切開管理 □人工呼吸器管理 □その他

（ ）

【専門職としての活動歴】
松戸市介護支援専門員協議会役員、認知症初期集中支援チーム事例提供

【事業所の理念】
自立支援・公正中立な立場・より良い社会づくりへの貢献

4%
12.80%
13.60%

17.20%
20.50%

15.20%
12.40%

8.40%

0% 10% 20% 30%

1

3
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【会員登録・加算情報等】

松戸市居宅介護支援事業所連絡協議会 会員 松戸市介護支援専門員協議会会員 ３/５名

松戸市医療・介護地域ICTシステム（バイタルリンク）登録 あり

生活保護指定 あり 障害サービス相談（居宅介護） なし

2019年度の加算算定件数

ターミナルケア加算算定 なし 緊急時カンファ加算算定 なし

入院時情報連携加算算定 ３件 退院退所加算算定 ２０件

【介護支援専門員経験年数分布】5名（常勤換算4.5）主任ケアマネ2名

０ ３ ５ １０ １５年以上

【主な日常生活圏域】常盤平・常盤平団地・小金原

特定Ⅱ

【ＰＲ】
ご利用者様に寄り添いながら、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援
いたします。お気軽にご相談ください。

管理者 主任

© 松戸市在宅医療・介護連携支援センター All Rights Reserved
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

＊連携に必要な情報の把握と更新

＊情報に基づき連携を促進する

＊資源やﾆｰｽﾞに基づく最適化

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

ケアマネタイム作成のためのアンケート調査票（2011年）
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

＊情報共有ﾂｰﾙの活用

＊ﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄの作成とその遵守

＊地域ICTの事務局機能

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有ﾂｰﾙの活用

✓情報共有ｼｰﾄ（退院支援・医療介護連携など）

✓ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ、認知症ｹｱﾊﾟｽなど

ﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄの作成とその遵守

✓地域の機関間で話し合い、ﾛｰｶﾙﾙｰﾙを作成する

✓職種間等で話し合い、ｴﾁｹｯﾄを合意する

✓地域で定めたﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄを遵守する

地域ICTの事務局機能

✓利用促進目的の説明会や研修会、資料作成等

✓患者・利用者登録、紐付け等のICT事務局機能

【松戸市における取り組み例】

・ｴﾁｹｯﾄ集の作成

・病診連携にかかる交流会

・介護現場における新型ｺﾛﾅ感染症

情報共有ﾛｰｶﾙﾙｰﾙの作成

・地域ICT活用好事例の発信によるICT

活用効果の共有

運用の細部やﾘﾃﾗｼｰ向上を
司る事務局が存在することに
より、地域ICTの活用が促さ

れ、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとしての機能
が地域に浸透する
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

＊情報共有ﾂｰﾙの活用

＊ﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄの作成とその遵守

＊地域ICTの事務局機能

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

医師会と訪問看護連絡協議会で検討を重ね、連携上のｴﾁｹｯﾄ集を作成

2016年5/18

訪問看護連絡
協議会役員会

2016年9/26

各ST所長と医師
によるGW

2016年11/26

各STのｽﾀｯﾌと
医師のGW

2017年9/13

訪問看護連絡
協議会役員会

ｴﾁｹｯﾄ
の種

素案

Key
word

文章化

完
成

基本討議 医師会在宅ｹｱ委員会（訪問看護連絡協議会会長が定例参加）

作成過程
そのものが
連携促進

※ 同様の手順を踏んで、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ・薬剤師とのｴﾁｹｯﾄ集も作成

在宅医と訪問看護師の連携ﾙｰﾙづくり
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イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

＊情報共有ﾂｰﾙの活用

＊ﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄの作成とその遵守
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オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

看護師が医師に望むこと

●守るべきこと。
・医療機器の導入や設定変更時（酸素など）は
必ず連絡をする。
・看護師から求めがあれば、検査結果を提供す
る。
・点滴指示や重要な与薬（ｵﾋﾟｵｲﾄﾞなど）の指示
は、原則として文書（できれば所定の書式）で
行う。なお緊急時は例外だが、後で文書を出
す。
・ご本人・ご家族の求めがないのに、現在のｽ
ﾃｰｼｮﾝに相談なく訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝを変更しな
い。

●できればしてほしいこと。
・訪問看護指示書にはできるだけ具体的な指示
内容を書いてほしい。
・訪問看護指示書には、予測される急変・今後
の病状予測なども記載してほしい。
・訪問看護指示書には、略語は少なくしてほしい。
・訪問診療における診療内容を定期的に看護師
に伝えてほしい。
・緊急時の処置指示をあらかじめ決めておいて
ほしい。発熱時は○○など。
・病院では連携窓口を明確にしてほしい。
・病院から看護指示書のでている患者さんは、
できれば二人主治医制にしてほしい。

医師が看護師に望むこと

●守るべきこと。
・状態変化時は訪問看護師が先に訪問する（特に外来診療時間など）。
・状態に変化があり、必要と思われたことは遅滞なく医師に連絡する。

●できればしてほしいこと。
・ﾌｧｰｽﾄｺｰﾙは訪問看護師に受けてほしい（一人医師体制が多い現状を
考慮して）。
・退院時の初回往診にはできる限り同席してほしい。
・訪問看護報告書の内容は定期的に更新してほしい。
・ｻｰﾋﾞｽ担当者会議に医師が参加できなかった時には、医師の代わりに
医療面での代弁者として発言してほしい 。

お互いに注意すること

●守るべきこと。
・頭ごなしに怒らない。
・同時訪問する機会を設けるなど、お互いの連携機会をつくるように努力
する。
・医師と看護師はお互いの関係性が良くなるように努める。

●できればしてほしいこと。
・連携ｼｰﾄ・連絡ﾉｰﾄなどを活用し、お互いの訪問内容が分かりやすくなる
工夫をしてほしい。
・病状のみでなく、ACP(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｹｱ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)に関する事柄と思われるこ
とも情報共有してほしい。

在宅医と訪問看護との連携エチケット（2017年）



好事例の発信による地域ICT活用効果の共有（2021年～）
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＊情報共有ﾂｰﾙの活用

＊ﾙｰﾙやｴﾁｹｯﾄの作成とその遵守

＊地域ICTの事務局機能

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修
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ク）関係市区町村の連携

地域ICTｼｽﾃﾑ運用好事例
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

＊新たに取り組む機関への支援

＊かかりつけ医の推奨

＊困難事例に対する医師の関与

＊在宅医療の質向上支援

＊悩ましい事例への関与・支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

新たに取り組む機関への支援

✓診療所や病院の在宅医療参入を促す

かかりつけ医の推奨

✓主治医不在または病院だけに受診している患者

困難事例に対する医師の関与

✓未診断認知症や医療拒否事例への医師の関与

在宅医療の質向上支援

✓医師の専門外の領域についての支援

悩ましい事例への関与・支援

✓医関係者間で臨床的、倫理的葛藤が生じた場合

オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援

【松戸市医師会による取り組み例】

・在宅医療ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援

・二人主治医制推奨

・医師ｱｳﾄﾘｰﾁ

・在宅医療の質向上支援
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ア）地域の医療・介護の資源の把握
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ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

＊新たに取り組む機関への支援

＊かかりつけ医の推奨

＊困難事例に対する医師の関与

＊在宅医療の質向上支援

＊悩ましい事例への関与・支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

“在宅医掘り起こし作戦”
在宅医療未着手の開業医10名のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ調査（2016年度）

◎診療体制整備・報酬請求事務関係

✔ 保険請求等の制度が複雑なのでとっつきにくい

✔ 介護保険制度についての知識がない

✔ 在宅医療を始めるための準備に手間がかかりそう

✔ 検査機器がないところで診断することは難しい

◎多職種連携関係

✔ 自院に訪問診療に同行してくれる看護師がいないので心細い

✔ 急病の知らせがあっても、外来診療中にすぐには往診できない

✔ 慣れない疾患をみることへの不安がある

✔ 専門外の病気の方の最期を決めてしまうことにためらいがある

◎夜間などの緊急時対応関係

✔ 夜間緊急時にすぐ駆けつけられるとは正直限らない

✔ 急な往診があると思うと、ｱﾙｺｰﾙを飲めなくなるのでは･･･

✔ 必要なときに入院できる病院がみつからないのではないか
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ウ）医介連携を推進する体制の構築
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オ）関係者に関する相談支援

＊新たに取り組む機関への支援

＊かかりつけ医の推奨

＊困難事例に対する医師の関与
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＊悩ましい事例への関与・支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

高齢者本人 家族

地域包括支援センター
（15か所）

ケアマネジャー

地域サポート医
（20医療機関）

医療関連困難事例

・医療機関受診を拒否
・介護保険の利用を拒否
・認知症なのか精神疾患なのか分
からない

・虐待やセルフネグレクトが疑わ
れる

・医療問題を抱えているものの、
どの医療機関や診療科に診療を
依頼すべきか分からない など

在宅医療・介護
連携支援センター

相談 連絡

相談支援（対面、電話、メール等）

地域サポート医の要件

○松戸市医師会員であること
（医師会が配置）

○在宅医療の経験を一定程度
有すること

○担当委員として、所属圏域
の地域ケア会議（年６回程
度）に可能な限り出席

○地域サポート医プロジェク
ト等に参加 など

地域ｻﾎﾟｰﾄ医による医師ｱｳﾄﾘｰﾁ（2016年度～）

専門サポート医 (2019～）

精神科・小児科

（6医療機関）

医師が大まかなみたてを示すことで介護・福祉など関係者が介入する方向が定まる

医師によるアウトリーチ
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

＊新たに取り組む機関への支援

＊かかりつけ医の推奨

＊困難事例に対する医師の関与

＊在宅医療の質向上支援

＊悩ましい事例への関与・支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

• ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの適応やｺﾞｰﾙ予測

身体機能の評価（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職）

• 低栄養、ﾌﾚｲﾙ・ｻﾙｺﾍﾟﾆｱの把握

栄養状態の評価（管理栄養士）

• 口腔に関する問題点の把握

口腔衛生の相談（歯科衛生士）

・医師からの依頼に基づき、相談支援の一環（原則として単回の訪問）として

専門外の領域の大まかなｱｾｽﾒﾝﾄを行い、医師の診療に資する助言を行う

在宅医療の質向上支援（2018年度～）

・歯科診療や歯科衛生指導が必要な場合、歯科医師会医療機関を紹介をする

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ等の依頼を受けて、医療専門職介入の必要性について助言する
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

＊ｱﾝｹｰﾄやﾋｱﾘﾝｸﾞ調査の活用

＊会議や研修会の活用

＊相談支援事例を通じた課題抽出

＊他事業や活動を通じた早期覚知

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

【松戸市医師会による取り組み例】

・地域ｹｱ会議の検討事例の分析

・介護保険運営協議会における検討

・相談支援事例からの地域課題抽出

・一体的実施事業（医師会への一部

委託）を通じて得た知見の共有によ

るかかりつけ医の機能強化

ｱﾝｹｰﾄやﾋｱﾘﾝｸﾞ調査の活用

✓必要に応じて行われるﾋｱﾘﾝｸﾞ調査

✓ｱﾝｹｰﾄは情報を更新する必要がありうる

会議や研修会の活用

✓地域ｹｱ会議など公的会議体で議論された課題

✓多職種が参加する研修会等で議論された課題

相談支援事例を通じた課題抽出

✓オ）相談支援 を通じて見いだされた課題

他事業や活動を通じた早期覚知

✓高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
事業

✓障害者福祉計画推進協議会

✓医療的ケア児支援連携推進会議
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地域ケア会議において検討された事例の分析（2015年度～）

事
例

地域要素 家族要素 本人要素 本人要素（医療関係）

見守り
不在

地縁の
欠如

ゴミ出し
問題

その他
世帯の
困難

その他
助けを求
める力の
欠如

認知症 その他
かかりつ
け医
不在

医療連携
困難

精神疾患
その他
疾病

A 独居
サービス
利用拒否

疑い ○

B
家族

要介護者
○ 〇

C 独居 疑い 〇

D ○ 独居 ゴミ屋敷

E ○ 実態独居 〇 〇 がん

F 〇
ﾏﾝｼｮﾝ
ｾｷｭﾘﾃｨ

独居
サービス
利用拒否

〇 〇

G 日中独居
家族
不干渉

〇 危険運転
アルコー
ル

H 〇
サービス
利用拒否

〇 〇

I 〇 個人情報 日中独居 〇 買い物

J 〇 個人情報 独居 〇 徘徊

K 〇 認認世帯
家族関与
拒否

L 〇 〇 独居 〇 ○ 服薬困難

M 独居
家族
不干渉

サービス
利用拒否

疑い 〇

N
家族
障害者

脳疾患

O ○ 不信感 〇

地域ケア会議の困難事例は、独居・認知症のほか、地縁の欠如、家族の課題（障害など）、助けを求める力の欠如（サービス

利用拒否など）、医療連携（かかりつけ医不在など）といった複合化した課題を抱えている。このため、地域包括支援センターは、
医療・介護関係の多職種や地域関係者との連携に基づき、支援を要する事例について、早期対応を図っていくことが重要。

松戸市地域ｹｱ会議（松戸市HP）



地域包括支援ｾﾝﾀｰ

認知症の祖母の介護の
ため、孫が高校に行って
いないようだと近隣住民
から相談があった

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰであることを学校は
把握していなかった

卒業に向けての支援、祖母の
施設入所、生活保護申請支援

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

65歳になる障害者を担
当したが、自立支援観
点に基づく介護ｻｰﾋﾞｽの
利用推奨に苦慮した

ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝとなっている障害者に
ついてｱｾｽﾒﾝﾄが不足している

65歳到達を見据えてCMがより
早期から該当者に関わるべき

病院MSW

30代男性脳腫瘍末期の
方が在宅療養を希望し
ているが、課題が山積し
ている

地域生活支援事業の紹介、第2
子の保育所入所、国民健康保
険料の減免申請などの側方支
援を行った

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

55歳時に物忘れのため
複数の医療機関を受診
したが診断が遅れ、退
職を余儀なくされた

鑑別診断が難しい若年性認知
症の経験蓄積を認知症疾患医
療センターに誘導していく意義

診断後、早期に制度や支援に
つなぐ司令塔機能が不可欠

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ

長年引きこもりの40代、
生活が破綻しﾗｲﾌﾗｲﾝ停
止にもかかわらず、支援
を拒否していると相談

医師ｱｳﾄﾘｰﾁによる医療へのつ
なぎ、弁護士の助言も得て成
年後見申立、生活保護申請、
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用等の支援
を行った

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

不登校、高度肥満の児
童について、医療的視
点から助言がほしい

医師ｱｳﾄﾘｰﾁで高度肥満は単
純性肥満ではなく内分泌疾患
も否定できないと診立て、専門
科受診につないだ

不登校児童生徒の中に医療の
介入が必要な児や生徒がいる

相談支援事例からの地域課題抽出の例（全世代）
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

＊ｱﾝｹｰﾄやﾋｱﾘﾝｸﾞ調査の活用

＊会議や研修会の活用

＊相談支援事例を通じた課題抽出

＊他事業や活動を通じた早期覚知

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

＊介護に関する研修（医療者向け）

＊医療に関する研修（介護者向け）

＊多領域に関わる研修

＊応用的な内容を取り扱う研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

カ）医療介護関係者の研修

介護に関する研修（医療者向け）

✓生活情報を医療に活かす方法や介護の役割理解

医療に関する研修（介護者向け）

✓未来予測に基づいて介護を提供する意義

多領域に関わる研修

✓顔の見える関係づくり目的の研修会・交流会開催

✓他の専門職や経験豊富な同職種の同行研修

✓病院と地域間の相互研修、出向研修

応用的な内容を取り扱う研修

✓医療・介護・福祉にまたがる課題を検討する

✓高齢者にとどまらない課題について検討する

【松戸市医師会による取り組み例】

・介護現場からの新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染

症Q&A

・地域共生社会をﾃｰﾏとする研修会

・困難事例を取り上げる事例検討会

の継続開催

・かかりつけ医による社会的処方実践

を推奨する企画
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

＊介護に関する研修（医療者向け）

＊医療に関する研修（介護者向け）

＊多領域に関わる研修

＊応用的な内容を取り扱う研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

応用的な内容を取り扱う研修会の開催（2023年度）
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

＊啓発冊子の作成

＊市民向け企画の開催

＊ｵﾝﾗｲﾝ企画の開催

ク）関係市区町村の連携

キ）地域住民への普及啓発

啓発資料の作成

✓ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄやﾎﾟｽﾀｰなどの作成

✓啓発用動画の作成

市民向け企画の開催

✓市民公開講座など大規模企画の開催

✓出前講座やｻﾛﾝなど小規模企画の複数回開催

ｵﾝﾗｲﾝ企画の開催

✓ｵﾝﾗｲﾝ市民講座・ｵﾝﾗｲﾝｻﾛﾝ等の開催

✓医療介護関係者や地域住民のICT活用の推進

【松戸市医師会による取り組み例】

・小中学校への出前講座の開催

・ｵﾝﾗｲﾝ市民講座の開催

・ｵﾝﾗｲﾝｻﾛﾝの開催

・啓発用動画の作成

・市民向け啓発用動画の作成と活用

の推奨
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

＊啓発冊子の作成

＊市民向け企画の開催

＊ｵﾝﾗｲﾝ企画の開催

ク）関係市区町村の連携

市民向け啓発動画の作成（2022年度）

地域包括支援センター主催講習会や医療機関での待合室教育用コンテンツとして

•医師会すこやかな高齢期を過ごすための充実！朝ごはん

•歯科医師会オーラルフレイル と 口腔機能低下症

•薬剤師会かかりつけ薬剤師のすすめ

•薬剤師会薬の飲み方・飲ませ方

•薬剤師会薬剤師の在宅業務

•訪問看護連絡協議会うんちは身体からのお便りです

•ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ連絡会健康 と 運動

•医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ連絡協議会高額療養費制度とは

•居宅介護支援事業所連絡協議会施設について知ってみよう

•小多機・看多機連絡協議会看多機ってなんだろう？
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

＊広域連携のための枠組み構築

＊広域連携を要する領域の検討

＊広域で協調すべき案件の検討

ク）関係市区町村の連携

広域連携のための枠組み構築

✓市区町村等の拠点間の関係性強化・ﾉｳﾊｳ共有

✓内実ある会議を開催する関係性・枠組みの構築

✓支援する都道府県との関係性や役割の明確化

広域連携を要する領域の検討

✓精神疾患やがん、難病など域内で完結できない

広域で協調すべき案件の検討

✓激甚災害や新興感染症等発生時の協調対応

✓拠点や積極的役割を担う医療機関の間の関係性
強化や役割分担についての検討

【松戸市医師会による取り組み例】

・他市区町村からの視察の積極的な

受け入れや交流

・他地域の企画に対する講師派遣や

企画への協力



ク）関係市区町村の連携
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）医介連携を推進する体制の構築

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

＊広域連携のための枠組み構築

＊広域連携を要する領域の検討

＊広域で協調すべき案件の検討

出典：厚生労働省 第６回 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ資料
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ア）地域の医療・介護の資源の把握

イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出

ウ）切れ目のない提供体制の構築推進

エ）関係者間の情報共有の支援

オ）関係者に関する相談支援

カ）医療・介護関係者の研修

キ）地域住民への普及啓発

ク）関係市区町村の連携

相談支援事例に基づき把握した課題から出発する

•地域で遭遇する困難事例や難しい課題を受け止め、咀嚼し、関係機関や部署を
つなぎ、解決へのｱｸｼｮﾝや新たな活動に取り組んでいく

活動の基盤としての「拠点」機能を確保・強化する

•地域や医療機関にとって、病院の連携室、福祉相談室、専門医療部門等に相当
しうる部署（共同利用施設）の存在は心強い

• 事務職員等の配置により、研修会等企画のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄや地域ICTの事務局機能を
確保・強化することが活動発展の礎となる

困難性の高い相談事例への対応に医師が関与する

•事例に対応するにあたり、医師が早いﾀｲﾐﾝｸﾞで大まかなみたてや支援の方向性
を示すことによって、関係者それぞれが解決に向けて動き出すことができる

まとめ：次のｽﾃｰｼﾞに進むための3つの「鍵」

松戸市在宅医療・介護連携支援ｾﾝﾀｰ

見学・ｵﾝﾗｲﾝ視察・人事交流・人事採用

講演依頼・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ-依頼等のお申し込み
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